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利用される方に合わせて、各種ペー
ジをピックアップしていきます。

利用が多いコンテンツへのショー
トカットを配置しています。

1

利用される方が「知りたいこと」
を内容から探す入口です。

支払基金

支払基金ホームページをご活用ください

「お知らせ」と「プレスリリース」を切
り替えて表示させることができます。

審査事務担当者と照会連絡先を
検索いただけます。
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草津温泉・湯畑（群馬県）

日本一の自然湧出量、特徴的な泉
質などから「日本三名泉」の一つ
に数えられる草津温泉。温泉街の
中心にある湯畑では、入浴に適し
た温度にするために、源泉のお湯
が樋

とい

を通り滝となって流れる光景
が見られます。樋に付着した沈殿
物は天然の入浴剤として定期的に
採取されますが、これらは「湯の
花」と呼ばれ、湯畑の名前の由来
となっています。
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紙
レ
セ
プ
ト
の
減
少
に
向
け
て

　

レ
セ
プ
ト
請
求
に
つ
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
紙
レ
セ
プ
ト
に
よ
る
請
求
は
、
令
和
５
年
４
月
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

導
入
の
原
則
義
務
化
に
よ
り
、
令
和
５
年
９
月
受
付
時
点
で
、
同
年
３
月
受
付
と
比
べ
約
３
割
減
少
し
て
い
る
も
の
の
、
約
78
万
件
請
求
さ
れ
て

い
る
状
況
で
す
。

　

本
稿
で
は
、
厚
生
労
働
省
の
基
本
的
な
考
え
方
も
踏
ま
え
た
、
紙
レ
セ
プ
ト
の
減
少
に
向
け
た
支
払
基
金
の
取
組
等
を
紹
介
し
ま
す
。

特集

紙
レ
セ
プ
ト
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
又
は

電
子
媒
体
に
よ
る
請
求
へ
の
移
行

⑴
電
子
レ
セ
プ
ト
請
求
の

　
経
緯
及
び
普
及
状
況

　

平
成
18
年
４
月
、
医
療
保
険
事
務
の

効
率
化
等
を
推
進
す
る
た
め
、
保
険
医

療
機
関
・
薬
局
に
よ
る
診
療
報
酬
及
び

調
剤
報
酬
の
請
求
方
法
に
オ
ン
ラ
イ
ン

に
よ
る
も
の
を
加
え
る
「
療
養
の
給
付
、

老
人
医
療
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す

る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和

51
年
厚
生
省
令
第
36
号
）」（
平
成
20
年

厚
生
労
働
省
令
第
27
号
に
よ
り
「
療
養

の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る

費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
」
に
改
称

（
以
下
「
請
求
省
令
」
と
い
う
。））
が

一
部
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
改
正
に
よ
り
、
一
部
の
保
険
医

療
機
関
・
薬
局
を
除
き
、
平
成
20
年
度

か
ら
平
成
23
年
度
ま
で
に
保
険
医
療
機

関
・
薬
局
の
種
別
や
規
模
等
に
応
じ
て

段
階
的
に
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
請
求
が

義
務
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
21
年
11
月
25
日
に
は
、

請
求
省
令
の
一
部
改
正
が
公
布
さ
れ
、

診
療
報
酬
請
求
書
及
び
明
細
書
並
び
に

調
剤
報
酬
請
求
書
及
び
明
細
書
の
電
子

化
を
進
め
る
方
針
の
下
、
診
療
報
酬
等

の
請
求
方
法
を
原
則
と
し
て
オ
ン
ラ
イ

ン
又
は
電
子
媒
体
と
す
る
こ
と
と
す
る

改
正
が
あ
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
レ
セ
プ
ト
の
電
子
化
へ
の
対

応
が
困
難
で
あ
る
保
険
医
療
機
関
・
薬

局
に
対
し
て
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
レ

セ
プ
ト
の
電
子
化
の
免
除
又
は
猶
予
等

の
例
外
措
置
や
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
事

務
の
代
行
に
関
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

原
審
査
に
お
け
る
電
子
レ
セ
プ
ト
請

求
件
数
の
推
移
は
図
表
１
の
と
お
り
で

す
。
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図表１●原審査における電子レセプト請求件数の推移
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94.3%
98.1% 98.1% 98.1% 98.3% 98.5% 98.8% 98.7% 98.7% 99.1%

H20.4医療機関の規模等に基づ
く段階的なオンライン請求義務
化の開始（平成23年度完了）
・免除措置
－レセコンを使用していない保険
医療機関又は保険薬局

－レセコン使用又は手書きの保険
医療機関等で常勤の保険医・保
険薬剤師が全員65歳以上の場合

・猶予措置
－レセコンのリース期間又は減価
償却期間の終了まで(最大平成
26年度末まで)

R5.4オンライン
による返戻再請
求の原則義務化

H18.4医科・調剤レセプ
トオンライン請求開始

H23.4オンライ
ン又は電子媒体
による請求の原
則義務化

H21.3歯科レ
セプトの電子
媒体及びオン
ライン請求の
開始

H27.3レセコンの
リース期間又は減
価償却期間に関す
る猶予措置の終了

H9.10地域指
定医療機関に
おいて電子媒
体請求開始
H13.12全 国
の希望医療機
関において電
子媒体請求開
始

（％の小数点第二位以下は四捨五入）
※平成19年度以前は医療機関からの受付件数（医科・歯科・調剤）、平成19年度以降は保険者への請求件数（医科・歯科・調剤）

⑵
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
及
び

　
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の

　
導
入
状
況

①
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の

　
導
入
状
況

　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
は
、
令
和
５

年
10
月
１
日
時
点
で
保
険
医
療
機
関
・

薬
局
全
体
で
見
る
と
全
施
設
数
22
万
９

５
８
５
施
設
の
う
ち
、
運
用
開
始
施
設

数
は
全
施
設
数
の
87
・
7
％
に
当
た
る

20
万
１
３
７
８
施
設
、
準
備
完
了
施
設

数
は
全
施
設
数
の
91
・
1
％
に
当
た
る

20
万
９
１
２
４
施
設
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

義
務
化
対
象
施
設
数
20
万
９
５
５
４

施
設
で
見
る
と
、
運
用
開
始
施
設
数
は

義
務
化
対
象
施
設
数
の
93
・
8
％
に
当

た
る
19
万
６
４
８
９
施
設
、
準
備
完
了

施
設
数
は
、義
務
化
対
象
施
設
数
の
97
・

1
％
に
当
た
る
20
万
３
４
６
７
施
設
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
及
び
支
払
基
金
に
よ
る
周
知
広
報

や
導
入
勧
奨
も
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
全
て
の

義
務
化
対
象
施
設
に
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
を
導
入
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

（
本
誌
25
頁
「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

シ
ス
テ
ム
の
導
入
状
況
」
参
照
）

■  電子媒体請求　　■オンライン請求
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図表２-1●オンライン請求の導入状況（医科・歯科・調剤）

請求形態別の割合（全体）

②
近
年
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の

　
導
入
状
況

　

平
成
20
年
４
月
に
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

の
一
部
義
務
化
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
約

15
年
経
過
し
て
い
る
な
か
、
オ
ン
ラ
イ

ン
請
求
を
導
入
し
て
い
る
機
関
の
割
合

は
、
令
和
４
年
４
月
は
65
・
8
％
で
し

た
が
、
令
和
５
年
４
月
に
は
71
・
2
％

に
上
昇
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
令
和

５
年
４
月
か
ら
６
月
ま
で
は
2
・
0
ポ

イ
ン
ト
増
加
し
73
・
2
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
件

数
の
割
合
は
、
令
和
４
年
４
月
は
82
・

0
％
で
し
た
が
、
令
和
５
年
４
月
に
は

86
・
2
％
に
上
昇
し
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
、
令
和
５
年
４
月
か
ら
６
月
ま
で
は

1
・
4
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
87
・
6
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。（
図
表
２

−

１
）

　

医
科
診
療
所
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン

請
求
を
導
入
し
て
い
る
機
関
の
割
合
は
、

令
和
４
年
４
月
は
72
・
８
％
で
し
た
が
、

令
和
5
年
4
月
に
は
78
・
３
％
に
上
昇

し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
令
和
５
年
4

月
か
ら
6
月
ま
で
は
２
・
４
ポ
イ
ン
ト

増
加
し
80
・
７
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
件
数
の
割

合
は
、
令
和
４
年
４
月
は
79
・
４
％
で

し
た
が
、
令
和
5
年
4
月
に
は
84
・
６

％
に
上
昇
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
令

和
５
年
4
月
か
ら
6
月
ま
で
は
２
・
１

ポ
イ
ン
ト
増
加
し
86
・
７
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。（
図
表
２

−

２
）

　

一
方
、
歯
科
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン

請
求
を
導
入
し
て
い
る
機
関
の
割
合
は
、

令
和
４
年
４
月
は
24
・
6
％
で
し
た
が
、

令
和
５
年
４
月
に
は
34
・
9
％
に
上
昇

し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
令
和
５
年
４

月
か
ら
６
月
ま
で
は
3
・
1
ポ
イ
ン
ト

増
加
し
38
・
0
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
件
数
の
割

合
は
、
令
和
４
年
４
月
は
32
・
6
％
で

し
た
が
、
令
和
５
年
４
月
に
は
45
・
5

％
に
上
昇
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
令

和
５
年
４
月
か
ら
６
月
ま
で
は
3
・
1

ポ
イ
ン
ト
増
加
し
48
・
6
％
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
結
果
、
歯
科
で
は
、

近
々
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
件
数
が
電

子
媒
体
等
に
よ
る
請
求
を
上
回
る
見
込

み
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
医
科
診
療
所
と
歯
科

で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
導
入
に
大
き

な
差
が
あ
る
こ
と
と
、
歯
科
に
は
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
以
外
の
医
療
機
関
が
多
く

存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。（
図
表

２

−

３
）

4月刊基金 November 2023



図表２-２●オンライン請求の導入状況（医科診療所）

請求形態別の割合（医科診療所）

請求形態別の割合（歯科）

図表２-３●オンライン請求の導入状況（歯科）
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③
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
機
関
の
返
戻
再

請
求
は
取
扱
要
領
上
、
オ
ン
ラ
イ

ン
で
再
請
求
す
る
こ
と
と
な
っ
て

い
る
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
に
係

る
経
過
措
置
期
間
（
令
和
５
年
４

月
〜
令
和
６
年
９
月
）
に
お
い
て

は
、
出
力
し
た
紙
レ
セ
プ
ト
で
返

戻
再
請
求
で
き
る
こ
と

　

④
電
子
媒
体
提
出
機
関
の
返
戻
再
請

求
に
つ
い
て
は
、
紙
レ
セ
プ
ト
で

請
求
さ
れ
る
こ
と

　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
メ
リ
ッ
ト
と
し

て
は
、
例
え
ば
「
安
全
性
・
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
の
強
化
・
請
求
の
簡
素
化
」、「
受

付
時
間
の
延
長
」
等
が
あ
り
ま
す
（
詳

し
く
は
、
10
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）。

　

支
払
基
金
と
し
て
は
、
医
療
保
険
事

務
全
体
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
厚
生

労
働
省
と
協
働
し
、
引
き
続
き
紙
レ
セ

プ
ト
の
減
少
・
コ
ス
ト
削
減
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　

次
項
以
降
で
は
、
厚
生
労
働
省
が
示

し
た
「
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
割
合
を

１
０
０
％
に
近
づ
け
て
い
く
た
め
の
ロ

ー
ド
マ
ッ
プ
の
概
要
」
や
支
払
基
金
す

べ
て
に
お
け
る
「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
踏

ま
え
た
取
組
」
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

⑶
紙
レ
セ
プ
ト
請
求
の
現
状

　

こ
れ
ま
で
、
保
険
医
療
機
関
・
薬
局

か
ら
の
返
戻
照
会
に
係
る
再
請
求
は
、

「
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
係

る
電
子
情
報
処
理
組
織
等
を
用
い
た
費

用
の
請
求
等
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い

て
（
平
成
22
年
7
月
30
日
付
け
保
総
発

０
７
３
０
第
２
号
）」
に
お
い
て
、
電
子

情
報
処
理
組
織
等
を
使
用
し
て
行
う
こ

と
の
ほ
か
、
出
力
し
た
紙
レ
セ
プ
ト
に

よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
審
査
支
払
機
能
の

在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
（
令

和
３
年
３
月
29
日
）」
に
お
い
て
、
オ

ン
ラ
イ
ン
請
求
の
促
進
の
一
環
と
し
て
、

令
和
４
年
度
中
に
は
、

・
紙
媒
体
で
返
戻
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
に

係
る
再
請
求
を
除
き
、オ
ン
ラ
イ
ン
請

求
保
険
医
療
機
関
・
薬
局
に
つ
い
て
、

再
請
求
を
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
も
の

と
す
る

・
全
て
の
保
険
者
に
よ
る
再
審
査
申
出

に
つ
い
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
も

の
と
す
る

と
明
記
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
厚
生
労
働
省

か
ら
「
電
子
情
報
処
理
組
織
等
を
用
い

た
費
用
の
請
求
等
に
関
す
る
取
扱
い
に

つ
い
て
（
令
和
５
年
１
月
23
日
付
け
保

連
発
０
１
２
３
第
１
号
）」
が
発
出
さ

れ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
保
険
医
療
機

関
・
薬
局
か
ら
の
返
戻
再
請
求
及
び
保

険
者
か
ら
の
再
審
査
申
出
に
つ
い
て
は

令
和
５
年
３
月
原
請
求
分
か
ら
オ
ン
ラ

イ
ン
に
よ
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
な

お
、
や
む
を
得
ず
紙
に
よ
る
請
求
を
実

施
す
る
保
険
医
療
機
関
・
薬
局
及
び
保

険
者
は
、
審
査
支
払
機
関
へ
の
届
出
が

必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

図
表
３
「
点
数
表
別
の
紙
レ
セ
プ
ト

の
請
求
状
況
」
の
と
お
り
、
令
和
５
年

３
月
の
紙
レ
セ
プ
ト
に
よ
る
請
求
は
約

１
０
７
万
件
あ
り
ま
し
た
が
、
９
月
に

は
約
78
万
件
と
約
29
万
件
減
少
（
▲

27
・
1
％
）
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
紙
レ
セ
プ
ト
に
よ
る
請
求
が

一
定
数
存
在
す
る
理
由
と
し
て
は
、
次

の
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

　

①
レ
セ
プ
ト
の
電
子
請
求
が
請
求
省

令
上
免
除
さ
れ
て
い
る
機
関
が
あ

る
こ
と
（
レ
セ
コ
ン
未
使
用
機

関
・
高
齢
医
師
の
み
の
機
関
）

　

②
レ
セ
プ
ト
の
電
子
請
求
が
請
求
省

令
上
猶
予
さ
れ
て
い
る
機
関
が
あ

る
こ
と
（
臨
時
開
設
機
関
、
電
子

請
求
が
で
き
な
い
事
情
が
あ
っ
た

機
関
等
）

6月刊基金 November 2023



図表３●点数表別の紙レセプトの請求状況（令和４年８月処理〜令和５年９月処理）

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

■医科　■歯科　■調剤　■訪問　■全件数　

R４年８月 ９月 11月10月 12月 R５年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

252,831

83,051
73,737 63,895

77,804

71,981

46,860

32,591
29,663

26,546
23,609

24,307

178,346
181,406 182,362

187,611

187,206

191,586

188,651
194,276

196,398
199,313

200,983254,240 264,228

247,119
247,029

254,827

241,072
225,118

229,179 223,330
217,940

579,529 554,508 557,589
612,101

568,527
493,135

408,120 392,661 371,767 360,776 333,694

受付
年月

R4年
８月 ９月 10月 11月 12月 R5年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

医科 − − − 579,529 554,508 557,589 612,101 568,527 493,135 408,120 392,661 371,767 360,776 333,694

歯科 − − − 252,831 254,240 264,228 247,119 247,029 254,827 241,072 225,118 229,179 223,330 217,940

調剤 − − − 83,051 73,737 63,895 77,804 71,981 46,860 32,591 29,663 26,546 23,609 24,307

訪問 − − − 178,346 181,406 182,362 187,611 187,206 191,586 188,651 194,276 196,398 199,313 200,983

全
件数 1,132,835 1,233,031 1,256,637 1,093,757 1,063,891 1,068,074 1,124,635 1,074,743 986,408 870,434 841,718 823,890 807,028 776,924

（単位：件数）

注：令和４年８月〜10月までは点数表別の請求実績がないため全件数で表示
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令
和
５
年
３
月
23
日
に
開
催
さ
れ
た

社
会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部
会
に
お

い
て
、「
レ
セ
プ
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請

求
の
割
合
を
１
０
０
%
に
近
づ
け
て
い

く
た
め
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」（
図
表
４
）

が
了
承
さ
れ
、
ま
た
、
同
年
４
月
か
ら

保
険
医
療
機
関
・
薬
局
の
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
の
導
入
が
原
則
義
務
化
さ
れ

ま
し
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導

入
が
義
務
化
と
な
る
光
デ
ィ
ス
ク
等
請

求
保
険
医
療
機
関
・
薬
局
に
お
い
て
は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
に
よ
り

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
も
可
能
な
回
線
が
敷

設
さ
れ
る
機
会
を
捉
え
、
原
則
、
令
和

６
年
４
月
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
へ
移

行
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
は
、

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
特
例
加
算
の

要
件
緩
和
を
含
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

に
係
る
周
知
広
報
を
集
中
的
に
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
特
例

加
算
の
要
件
緩
和
と
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン

資
格
確
認
の
導
入
に
伴
う
医
療
の
質
の

向
上
を
診
療
報
酬
上
の
加
算
で
評
価
す

る
と
と
も
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
さ

ら
に
普
及
す
る
観
点
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ

ン
請
求
を
行
っ
て
い
な
い
保
険
医
療
機

関
・
薬
局
が
令
和
５
年
12
月
末
ま
で
に

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
開
始
す
る
旨
を
地

方
厚
生
（
支
）
局
へ
届
け
出
る
こ
と
に

よ
り
、
本
来
は
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認

の
運
用
を
開
始
し
、
医
療
機
関
等
向
け

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
（
以
下
「
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
」
と
い
う
。）
に
運
用
開
始
日
を

入
力
し
た
上
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を

実
施
し
て
い
な
い
と
算
定
で
き
な
い

「
医
療
情
報
・
シ
ス
テ
ム
基
盤
整
備
体

制
充
実
加
算
」
に
つ
い
て
、
特
例
的
に

算
定
可
能
と
す
る
旨
の
措
置
で
す
。

　

ま
た
、
光
デ
ィ
ス
ク
等
請
求
機
関
に

つ
い
て
は
、
新
規
適
用
を
令
和
６
年
４

月
か
ら
終
了
し
、
既
存
機
関
は
令
和
６

年
９
月
末
ま
で
に
原
則
オ
ン
ラ
イ
ン
請

レ
セ
プ
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
割
合
を

１
０
０
％
に
近
づ
け
て
い
く
た
め
の

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
概
要

図表４●オンライン請求の割合を100%に近づけていくためのロードマップ

出典：社会保障審議会医療保険部会資料
　　　（https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2210_03medical/230330/medical08_ref04.pdf）
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求
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
令

和
６
年
４
月
か
ら
９
月
ま
で
は
経
過
措

置
期
間
を
設
け
つ
つ
、
令
和
６
年
10
月

以
降
も
光
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
請
求
を

続
け
る
場
合
に
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

へ
の
移
行
計
画
等
の
提
出
が
必
要
と
な

り
、
こ
れ
は
１
年
単
位
の
経
過
的
な
取

扱
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
対
応
に
よ
り
、
令
和
６
年

９
月
末
ま
で
に
全
て
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
導
入
済
み
機
関
が
オ
ン
ラ
イ
ン

請
求
に
移
行
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

紙
レ
セ
プ
ト
請
求
機
関
に
つ
い
て
は
、

経
過
的
な
取
扱
い
で
あ
る
こ
と
を
明
記

し
た
上
で
、
レ
セ
コ
ン
未
使
用
の
場
合

は
令
和
６
年
４
月
か
ら
新
規
適
用
を
終

了
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
令
和
６
年

４
月
以
降
も
紙
レ
セ
プ
ト
請
求
を
続
け

る
場
合
は
、
改
め
て
当
初
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
旨
の
届
出
を
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

令
和
５
年
７
月
14
日
、
理
事
長
を
本
部

長
と
し
た
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
・

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
推
進
本
部
」
を
設
置

し
ま
し
た
。（
図
表
５
）

　

推
進
本
部
で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
・
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
導
入
状
況
等

を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
迅
速
に
必
要

な
対
応
策
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

月
中
旬
以
降
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
か
ら

の
電
話
に
よ
る
ご
案
内
（
移
行
促
進
・

導
入
勧
奨
）
を
開
始
し
、
6
月
下
旬
か

ら
は
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
導
入
済

み
で
あ
っ
て
も
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
導

入
し
て
い
な
い
機
関
に
対
し
て
電
話
に

よ
る
ご
案
内
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

電
話
に
よ
る
保
険
医
療
機
関
・
薬
局

へ
の
ご
案
内
と
同
時
に
オ
ン
ラ
イ
ン
請

求
の
導
入
予
定
日
の
把
握
を
目
的
と
し

た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
回
答
数
約
１
万
４
千
機
関

の
う
ち
、
令
和
５
年
９
月
末
時
点
で
約

１
５
０
０
機
関
が
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を

導
入
し
て
い
ま
し
た
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
導
入
が
「
令
和

６
年
４
月
以
降
」
又
は
「
導
入
時
期
は

未
定
で
あ
る
」
と
回
答
し
た
約
７
６
０

０
機
関
の
う
ち
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

の
や
り
方
が
わ
か
ら
な
い
」
と
回
答
し

た
約
１
２
０
０
機
関
に
対
し
て
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
請
求
を
行
う
た
め
の
準
備
作

業
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
記
載
し
た

資
料
等
を
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
等
に
掲
載

し
、
再
度
、
保
険
医
療
機
関
・
薬
局
に

対
し
て
閲
覧
い
た
だ
く
よ
う
電
話
に
よ

り
ご
案
内
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
が
義
務

化
に
な
っ
た
ら
導
入
す
る
」
と
回
答
し

 

⑴
推
進
本
部
の
設
置

　

支
払
基
金
で
は
、
現
下
の
重
要
課
題

で
あ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
保
険

医
療
機
関
・
薬
局
へ
の
導
入
支
援
、
保

険
者
に
よ
る
正
確
な
加
入
者
情
報
の
登

録
及
び
安
定
的
な
運
用
を
実
現
す
る
と

と
も
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
に
つ
い
て

も
一
体
的
に
導
入
を
促
進
し
、
審
査
支

払
業
務
の
効
率
化
を
実
現
す
る
た
め
、

⑵
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の

　
導
入
に
向
け
た
取
組

　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
導
入
促
進
に
つ

い
て
は
、
令
和
３
年
３
月
の
「
審
査
支

払
機
能
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
報

告
書
（
令
和
３
年
３
月
29
日
）」
に
お

い
て
、「
社
会
全
体
と
し
て
デ
ジ
タ
ル

化
を
進
め
て
い
る
な
か
で
、
医
療
保
険

事
務
全
体
の
効
率
化
を
図
る
た
め
に
も
、

紙
レ
セ
プ
ト
を
極
力
減
少
さ
せ
て
い
く

必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
支
払

基
金
と
厚
生
労
働
省
と
が
一
体
と
な
っ

て
進
め
て
い
ま
す
。

　

支
払
基
金
に
お
い
て
は
、
令
和
５
年

４
月
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
原

則
義
務
化
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
導
入
を
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
電
子

媒
体
や
紙
レ
セ
プ
ト
で
請
求
し
て
い
る

保
険
医
療
機
関
・
薬
局
に
対
し
て
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
を
導
入
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
を
実
施
し

て
き
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
令
和
5
年
4
月
以
降

を
迎
え
て
も
、
未
だ
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
を
導
入
し
て
い
な
い
保
険
医
療
機

関
・
薬
局
で
あ
っ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

を
行
っ
て
い
な
い
機
関
に
対
し
て
、
6

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
踏
ま
え
た

支
払
基
金
の
取
組
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た
約
２
千
機
関
に
関
し
て
は
、
ポ
ー
タ

ル
サ
イ
ト
に
よ
る
周
知
の
ほ
か
、
今
後

予
定
さ
れ
て
い
る
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の

原
則
義
務
化
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

の
公
表
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
個
別
に
電

話
に
よ
る
ご
案
内
を
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

支
払
基
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

「
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
へ
の
移
行
の
お
願

い
」
の
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
「
国
が
示
す

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
割
合
を
１
０
０
％

に
近
づ
け
て
い
く
た
め
の
取
組
」、「
オ

ン
ラ
イ
ン
請
求
に
関
す
る
届
出
」、「
オ

ン
ラ
イ
ン
請
求
に
お
け
る
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
」
等
の
お
知
ら
せ
や
オ
ン
ラ
イ
ン

請
求
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
Q
&
A
に
よ

り
概
要
や
制
度
等
に
つ
い
て
ご
案
内
し

て
い
ま
す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
シ
ス
テ
ム
を
活
用

し
た
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
に
お
い
て
は
、
既

に
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
導
入
し
て
い
る

保
険
医
療
機
関
・
薬
局
に
対
し
て
、
オ

ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
返
戻
再
請
求
を
実
施

し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
て
い
ま

す
。

　

支
払
基
金
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
お
知
ら

せ
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
シ
ス
テ
ム
を

活
用
し
た
ポ
ッ
プ
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、

今
後
も
内
容
を
見
直
し
、
継
続
し
て
実

施
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

⑶
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の

　
メ
リ
ッ
ト

　

レ
セ
プ
ト
の
請
求
方
法
を
紙
か
ら
オ

ン
ラ
イ
ン
に
変
更
し
た
場
合
の
主
な
メ

リ
ッ
ト
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
資
格
情
報
の
再
確
認

　

審
査
支
払
機
関
に
お
け
る
レ
セ
プ
ト

の
振
替
・
分
割
に
よ
り
、
保
険
医
療
機

関
・
薬
局
に
お
け
る
資
格
過
誤
に
係
る

事
務
コ
ス
ト
が
減
少
し
ま
す
。

②
安
全
性
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の

　
強
化
・
請
求
の
簡
素
化

　

紙
レ
セ
プ
ト
を
支
払
基
金
へ
提
出

（
窓
口
へ
持
参
又
は
郵
送
）
す
る
こ
と
が

な
い
た
め
、
提
出
時
に
お
け
る
破
損
や

紛
失
な
ど
の
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
は
、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
を
確
保
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
回

線
を
使
用
し
、
暗
号
化
通
信
を
行
っ
て

い
る
た
め
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
も
な

く
、
安
全
な
請
求
が
可
能
で
す
。

③
受
付
時
間
の
延
長

　

窓
口
へ
の
持
参
又
は
郵
送
で
あ
れ
ば
、

受
付
時
間
が
制
限
さ
れ
ま
す
が
、
オ
ン

図表５●オンライン資格確認・オンライン請求推進本部

オンライン資格確認・オンライン請求推進本部の設置（令和5年7月14日設置）
【設置目的】
　支払基金の組織を挙げて、現下の重要課題であるオンライン資格確認等システムの保険医療機関等への導入、
正確な記録の登録及び安定的な運用を実現するとともに、一体的にオンライン請求を促進し、審査支払業務の
効率化を実現するため、理事長の下に、オンライン資格確認・オンライン請求推進本部を設置する。

【組織】
　本部長　　　理事長
　本部長代理　専務理事、常勤理事、常任顧問
　副本部長　　理事長特任補佐（支払基金改革担当）、理事長特任補佐（オンライン資格確認担当）、
　　　　　　　理事長特任補佐（データヘルス担当）
　本部員　　　事業統括執行役、情報化企画部長、情報化支援部長、経営企画部長
　事務局長　　情報化企画部企画調査役
　事務局　　　情報化企画部、情報化支援部、事業統括部、経営企画部

【推進本部の取組み】
　以下の事項の報告を受け、迅速に必要な対応策を議論する。
　〇　保険医療機関等のオンライン資格確認及びオンライン請求の導入状況、紙レセプト請求の減少状況
　〇　コンタクトセンター等による促進策の進捗状況とその効果
　〇　保険者、コンタクトセンター等からのデータ誤登録の受付・修正状況
　〇　保険者等による登録情報の確認の進捗状況
　〇　オンライン資格確認等システムの障害状況、再発防止策等の安定稼働策
　〇　オンライン資格確認の機能拡充の開発の進捗管理
　〇　訪問看護、医療機関等のオンライン請求の義務化、再審査請求のオンライン化の制度立案と進捗管理
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図表６●医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置

○　医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の徹底の観点から、「医療情報・システム基
盤整備体制充実加算」について、（１）初診時・調剤時の評価を見直すとともに、（２）再診時について
も新たに評価を行う特例措置を講ずる。

○　また、あわせてオンライン請求を更に普及する観点から、（３）当該加算の算定要件を見直す特例措置
を講ずることとする。

○　これらの特例措置を令和５年４月から12月まで（９か月間）時限的に適用する。

（１）初診時・調剤時の加算の特例　
　　施設基準を満たす保険医療機関・保険薬局において、初診又は調剤を行った場合における評価の特例
　・初診料（医科・歯科）
　　　医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（マイナンバーカードの利用なし）　４点 → ６点
　・調剤管理料（調剤）
　　　医療情報・システム基盤整備体制充実加算１（マイナンバーカードの利用なし）　３点（６月に１回）→ ４点

（２）再診時の加算の特例
　　施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対し、再診を行った場合における評価を設ける
　・再診料
　　（新）医療情報・システム基盤整備体制充実加算３（マイナンバーカードの利用なし）　２点（１月に１回）　

（３）加算要件の特例（オンライン請求の要件）
　現行の加算は、オンライン請求を行っていることが要件となっているが、オンライン請求を令和５年12月
31日までに開始する旨の届出を行っている保険医療機関・保険薬局は、令和５年12月31日までの間に限り、
この要件を満たすものとみなす。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算

現行の加算 特例措置（令和５年４～ 12月）

初診
マイナンバーカードを利用しない ４点 ６点

〃　利用する　 ２点 ２点

再診
マイナンバーカードを利用しない ― ２点

〃　利用する場合　 ― ―

調剤
マイナンバーカードを利用しない ３点 ４点

〃　利用する場合　 １点 １点
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ラ
イ
ン
請
求
の
場
合
は
、
毎
月
10
日
の

24
時
ま
で
の
デ
ー
タ
送
信
が
可
能
で
す
。

④
レ
セ
プ
ト
の
事
前
チェッ
ク

　

事
務
的
な
誤
り
が
あ
っ
た
レ
セ
プ
ト

は
返
戻
さ
れ
、次
月
以
降
に
再
請
求
し
て

い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
が
、
オ
ン
ラ

イ
ン
請
求
の
場
合
は
、
受
付
・
事
務
点

検
A
S
P
の
利
用
に
よ
る
レ
セ
プ
ト

デ
ー
タ
の
事
前
チ
ェ
ッ
ク
が
可
能
と
な

り
ま
す
。
エ
ラ
ー
箇
所
は
請
求
月
の
12

日
ま
で
訂
正
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

⑤
振
込
額
明
細
デ
ー
タ
の
提
供

　

振
込
額
は
支
払
月
の
翌
月
上
旬
に
到

着
す
る
当
座
口
振
込
通
知
書
で
確
認
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン

請
求
の
場
合
は
、
振
込
額
は
支
払
月
の

15
日
以
降
か
ら
確
認
が
可
能
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
振
込
額
決
定
情
報
な
ど
各

種
情
報
を
デ
ー
タ
で
管
理
・
保
存
す
る

こ
と
が
可
能
で
す
。

⑷
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
と

　
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
一
緒

　
に
導
入
す
る
メ
リ
ッ
ト

　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
と
オ
ン
ラ
イ

ン
請
求
で
共
通
し
て
利
用
可
能
な
回
線

を
敷
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
オ
ン
ラ
イ

　

レ
セ
プ
ト
の
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
は
平

成
18
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
、
そ
の
後
、

平
成
20
年
度
に
は
義
務
化
の
方
針
が
示

さ
れ
、
約
15
年
が
経
過
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
保
険
医
療
機
関
・
薬
局
の

皆
さ
ま
の
ご
協
力
に
よ
り
、
現
在
で
は

全
医
療
機
関
等
の
７
割
を
超
え
る
約
16

万
３
千
機
関
の
皆
さ
ま
に
導
入
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
残
る
約
６
万
機
関

の
皆
さ
ま
は
、
未
だ
電
子
媒
体
又
は
紙

ン
請
求
と
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
を
同

一
端
末
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
、
効

率
的
に
導
入
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
み

を
導
入
し
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
導
入
し

て
い
な
い
保
険
医
療
機
関
・
薬
局
に
つ

い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
を
実
施
し
、

「
医
療
情
報
・
シ
ス
テ
ム
基
盤
整
備
体

制
充
実
加
算
」
の
算
定
要
件
を
満
た
す

こ
と
に
よ
り
、
地
方
厚
生
（
支
）
局
に

届
出
を
行
っ
た
上
で
当
該
加
算
の
算
定

が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
運

用
を
開
始
し
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
に
運

用
開
始
日
を
入
力
し
て
お
り
、
オ
ン
ラ

イ
ン
請
求
に
つ
い
て
令
和
５
年
12
月
31

日
ま
で
に
開
始
す
る
旨
の
届
出
を
地
方

厚
生
（
支
）
局
に
行
っ
た
場
合
に
は
、

令
和
５
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
限
り
、

当
該
加
算
の
算
定
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

（
図
表
６
）

媒
体
に
よ
る
請
求
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
支
払
基
金
に
お
い
て
は
、

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
方
針
に
則
り
、
厚
生

労
働
省
や
関
係
団
体
等
の
皆
さ
ま
と
協

力
の
上
、
保
険
医
療
機
関
・
薬
局
の
皆

さ
ま
に
お
け
る
電
子
化
の
推
進
、
事
務

処
理
の
効
率
化
並
び
に
コ
ス
ト
削
減
の

観
点
か
ら
、
引
き
続
き
オ
ン
ラ
イ
ン
請

求
の
導
入
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
、
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

さ
い
ご
に

オンライン請求への移行のお願い
https://www.ssk.or.jp/oshirase/oshirase
_soki.html

 

保険医療機関・保険薬局に係るオンラ
イン請求のご案内ページはこちら
https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/
online/iryokikan/index.html
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Topics 
　

10
月
４
日
（
水
）
か
ら
10
月
17
日

（
火
）
に
か
け
て
、
令
和
５
年
度　

ブ
ロ

ッ
ク
別
審
査
委
員
長
・
歯
科
副
審
査
委

員
長
会
議
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

審
査
委
員
長
及
び
歯
科
副
審
査
委

員
長
は
対
面
又
は
W
e
b
に
よ
り
出
席

さ
れ
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
を
担
当
す
る
役
員
、

執
行
役
、
部
長
な
ど
の
幹
部
が
本
部
か

ら
中
核
セ
ン
タ
ー
に
赴
き
、
多
く
の
先

生
方
か
ら
ご
意
見
を
伺
い
ま
し
た
。

　

冒
頭
、
神
田
理
事
長
か
ら
あ
い
さ
つ

が
あ
り
、
審
査
事
務
集
約
後
の
状
況
や

在
宅
審
査
、
昨
今
の
支
払
基
金
の
動

き
な
ど
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

（
次
頁
の
要
旨
参
照
）

　

続
い
て
次
の
議
題
に
つ
い
て
意
見
交

換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

令
和
５
年
度　

ブ
ロ
ッ
ク
別
審
査
委
員
長
・

歯
科
副
審
査
委
員
長
会
議
を
開
催

議
題

・ 
在
宅
審
査
の
条
件
（
対
象
者
等
）
に

つ
い
て

・ 

新
た
な
審
査
委
員
手
当
に
お
け
る
導

入
状
況
に
つ
い
て

・ 

令
和
５
年
10
月
に
向
け
た
レ
セ
プ
ト

振
分
機
能
に
よ
る
目
視
対
象
レ
セ
プ

ト
の
絞
り
込
み

・ 

審
査
の
差
異
の
可
視
化
レ
ポ
ー
ト
に

係
る
対
応
の
整
理

・ 

本
部
で
把
握
し
た
差
異
事
例
の
全
国

統
一
に
向
け
た
検
討
方
法

・ 

高
額
注
意
チ
ェ
ッ
ク
の
検
証
及
び
検

証
結
果
に
基
づ
く
対
応

等

ブロック 開催日
東　北 令和５年 10 月 17 日（火）
関　東 令和５年 10 月 10 日（火）
中　部 令和５年 10 月 12 日（木）
近　畿 令和５年 10 月  ４日（水）
中四国 令和５年 10 月  ６日（金）
九　州 令和５年 10 月 11 日（水）

令和５年度　ブロック別審査委員長・歯科副審査委員長会議開催状況

組織体制図
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Topics 

　

理
事
長
あ
い
さ
つ
（
要
旨
）

　

ブ
ロ
ッ
ク
別
審
査
委
員
長
会
議

は
、
コ
ロ
ナ
も
５
類
に
移
行
し
た
の

で
、
今
年
か
ら
対
面
で
、
ま
た
、
本

部
か
ら
各
役
員
、
執
行
役
等
が
現
地

に
赴
い
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
先

生
方
か
ら
丁
寧
に
ご
意
見
を
承
る
こ

と
に
し
た
。

審
査
事
務
集
約
後
の
状
況

　

支
払
基
金
は
昨
年
の
10
月
に
大
き

な
組
織
改
革
を
行
っ
た
。

　

現
役
の
職
員
１
０
１
２
人
を
転
勤

さ
せ
、
非
常
に
多
く
の
職
員
に
負
担

を
か
け
た
が
、
審
査
実
績
に
つ
い
て

は
、集
約
後
の
令
和
４
年
度
後
半
は
、

令
和
３
年
度
と
比
較
す
る
と
格
段
に

向
上
し
て
い
る
。
目
視
対
象
レ
セ
プ

ト
の
目
視
割
合
は
76
％
か
ら
93
％

と
、職
員
は
17
％
ア
ッ
プ
し
て
お
り
、

ま
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
を

解
除
し
た
こ
と
に
よ
る
再
審
査
の
査

定
が
半
減
す
る
等
、
こ
れ
ま
で
に
な

い
審
査
実
績
の
向
上
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。

　

毎
月
本
部
で
各
拠
点
の
審
査
実
績

を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
お
り
、
問
題
が
あ

る
と
各
拠
点
に
指
摘
し
、
月
末
の
ブ

ロ
ッ
ク
幹
部
会
議
で
原
因
や
対
応
策

に
つ
い
て
、
本
部
の
役
職
員
と
各
拠

点
長
が
一
緒
に
な
っ
て
確
認
す
る
と

い
う
こ
と
を
継
続
し
て
き
た
こ
と
も

寄
与
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
多
く
の
職
員
が
長
時
間

通
勤
を
し
て
い
る
が
、
在
宅
勤
務
や

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
な
ど
を
活
用
し

て
な
ん
と
か
仕
事
の
時
間
を
確
保
し

よ
う
と
し
て
い
る
、
ま
た
、
係
ご
と

の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
な
ど
も
し
っ
か
り
工
夫

し
な
が
ら
回
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
、
こ
れ
ら
職
員
の
努
力
に
よ
る
と

こ
ろ
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
と
考
え

て
い
る
。

　

ま
た
、
審
査
委
員
の
皆
さ
ま
に

も
、
こ
の
間
、
審
査
事
務
の
集
約
に

絡
ん
で
、
令
和
３
年
９
月
の
審
査
支

払
新
シ
ス
テ
ム
の
導
入
、
そ
れ
に
伴

う
Ａ
Ｉ
に
よ
る
レ
セ
プ
ト
の
振
分
機

能
や
、
離
れ
た
職
員
か
ら
の
質
問
に

答
え
て
い
た
だ
く
照
会
依
頼
機
能
の

実
装
等
に
対
応
し
て
い
た
だ
い
た
。

審
査
結
果
の
不
合
理
な
差
異
解
消
で

は
、
14
万
件
あ
っ
た
支
部
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
全
部
を
本
部
に

統
一
す
る
と
と
も
に
、
支
部
の
取
決

事
項
は
３
万
３
千
ほ
ど
あ
っ
た
が
、

歯
科
・
調
剤
で
は
統
一
が
終
わ
り
、

医
科
で
は
残
す
と
こ
ろ
６
０
０
余
と

な
る
等
、
多
く
の
事
項
を
統
一
し
て

き
た
。
さ
ら
に
今
年
の
１
月
か
ら

は
、
職
員
が
複
数
の
都
道
府
県
の
レ

セ
プ
ト
の
審
査
事
務
を
担
当
す
る
と

い
う
こ
と
で
、
そ
こ
で
見
つ
け
た
差

異
に
つ
い
て
診
療
科
別
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
で
議
論
し
て
い
た
だ
く
取

組
も
始
ま
っ
て
い
る
。

　

審
査
実
績
の
格
段
の
向
上
と
い
う

成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の

も
、
多
く
の
事
項
の
改
変
を
受
け
入

れ
て
い
た
だ
い
た
審
査
委
員
長
、
副

審
査
委
員
長
、
審
査
委
員
の
ご
理
解

と
ご
協
力
の
賜
物
で
あ
る
と
感
謝
を

申
し
上
げ
る
。

本
日
の
議
題

　

大
き
く
二
つ
あ
る
。

　

一
つ
は
在
宅
審
査
に
関
す
る
こ
と

で
あ
る
。
は
っ
き
り
申
し
上
げ
て
お

き
た
い
こ
と
は
、
職
員
の
在
宅
勤
務

と
審
査
委
員
の
在
宅
審
査
の
次
元
は

全
く
違
う
。

　

職
員
は
県
を
ま
た
い
で
通
勤
し
て

い
る
者
が
た
く
さ
ん
い
る
の
で
、
在

宅
勤
務
は
必
須
で
あ
る
。
集
約
拠
点

の
職
員
２
千
人
の
う
ち
２
７
５
人
、

13
・
８
％
が
９
月
に
在
宅
勤
務
を

行
っ
て
い
る
が
、
在
宅
勤
務
が
あ
る

の
で
転
勤
で
き
た
と
い
う
生
の
声
を

聴
い
て
い
る
。
長
時
間
通
勤
や
家
庭

の
事
情
と
い
っ
た
理
由
が
あ
れ
ば
、

で
き
る
だ
け
柔
軟
に
働
け
る
よ
う
に

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
審
査
委
員
は
、

１
４
１
４
人
、
30
・
８
％
が
在
宅
審

査
を
し
て
い
る
が
、
い
ろ
い
ろ
と
問

題
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
単
純

に
数
を
増
や
す
と
は
言
っ
て
い
な

い
。
事
業
計
画
で
も
、
審
査
委
員
の

在
宅
審
査
に
つ
い
て
は
、
審
査
委
員

と
職
員
の
連
携
、
審
査
委
員
間
で
の

協
議
の
機
会
を
確
保
す
る
方
策
を
検

討
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
本
来
、
審

査
は
、
三
者
構
成
の
合
議
で
中
立
公

正
に
行
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
お

り
、
合
議
に
準
ず
る
意
見
交
換
を
ど
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Topics 

　

う
や
っ
て
確
保
す
べ
き
か
と
い
う
こ

と
を
検
討
し
た
結
果
を
本
日
の
議
題

に
し
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
審
査
委
員
手
当
の

問
題
で
あ
る
。
今
年
の
６
月
か
ら
新

た
に
審
査
時
間
に
よ
り
手
当
を
支
給

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
在
宅
と
事

務
所
と
の
間
の
公
平
性
、
ま
た
、
都

道
府
県
を
問
わ
ず
公
平
に
審
査
委
員

の
ご
苦
労
に
報
い
る
こ
と
、
審
査
委

員
の
使
命
感
や
意
欲
を
減
退
さ
せ
な

い
こ
と
、
現
実
的
に
運
用
で
き
る
こ

と
、
大
き
く
総
額
を
変
動
さ
せ
な
い

こ
と
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
に
基

づ
い
て
見
直
し
を
行
っ
た
も
の
だ
。

　

そ
の
実
績
を
み
る
と
、
事
務
所
で

の
審
査
時
間
は
、
概
ね
見
込
み
ど
お

り
で
あ
っ
た
が
、
在
宅
で
の
審
査
時

間
は
大
き
く
見
込
み
と
異
な
っ
て
い

る
。
９
割
の
審
査
委
員
が
12
時
間
と

い
う
包
括
的
な
基
本
手
当
の
範
囲
で

収
ま
る
と
い
う
前
提
で
議
論
し
て
き

た
が
、
４
割
し
か
そ
の
範
囲
に
収
ま

ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
在
宅
と
事

務
所
と
の
間
の
均
衡
を
図
る
、
大
き

く
総
額
を
変
動
さ
せ
な
い
と
い
う
基

本
的
な
考
え
方
に
照
ら
し
て
問
題
が

あ
る
。

　

事
務
所
の
審
査
で
あ
れ
ば
事
務
所

に
い
る
時
間
と
い
う
、
は
っ
き
り
と

し
た
物
差
し
が
あ
る
が
、
在
宅
で
は

そ
う
い
う
も
の
が
な
い
中
で
、
在
宅

と
来
所
と
の
公
平
に
資
す
る
か
ど
う

か
、
本
質
的
な
問
題
が
あ
る
。
改
め

て
検
討
し
て
審
査
運
営
審
議
会
に

諮
っ
た
上
で
ご
提
案
さ
せ
て
い
た
だ

き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

最
近
の
動
き

　

一
つ
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
被
保

険
者
資
格
の
紐
づ
け
誤
り
の
問
題
で

あ
る
。
政
府
に
総
点
検
本
部
が
、
厚

労
省
に
は
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
利

用
推
進
本
部
が
設
置
さ
れ
、
迅
速
・

正
確
な
デ
ー
タ
登
録
等
の
対
策
が
進

め
ら
れ
て
い
る
。
支
払
基
金
は
、
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ
ム
の
開

発
・
運
用
主
体
で
あ
り
、
カ
ー
ド
リ

ー
ダ
ー
の
配
布
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

の
運
営
、
補
助
金
の
交
付
、
ま
た
、

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を
運
営
し
、
毎

月
、
医
療
機
関
等
か
ら
２
万
件
、
保

険
者
か
ら
８
０
０
件
の
問
い
合
わ
せ

に
対
応
し
て
い
る
。

　

９
月
下
旬
か
ら
、
現
在
登
録
さ
れ

て
い
る
被
保
険
者
資
格
デ
ー
タ
全
１

億
６
千
万
件
を
住
民
基
本
台
帳
情
報

と
突
合
し
て
、
誤
登
録
の
疑
い
が
あ

る
も
の
は
本
人
に
確
認
す
る
等
の
取

組
を
始
め
て
い
る
が
、
こ
の
照
会
業

務
も
担
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
７
月
中
旬
に
私
自
身
本

部
長
と
な
っ
て
支
払
基
金
本
部
に
オ

ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
・
オ
ン
ラ
イ
ン

請
求
推
進
本
部
を
設
置
し
、
正
確
な

記
録
の
登
録
や
安
定
的
な
運
用
、
各

医
療
機
関
に
対
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資

格
確
認
導
入
促
進
等
、
直
接
、
進
捗

確
認
を
し
、
し
っ
か
り
と
取
組
を
進

め
て
い
く
。

　

も
う
一
つ
は
、
医
療
Ｄ
Ｘ
に
関
す

る
取
組
と
い
う
こ
と
で
、
今
年
の
６

月
に
総
理
が
本
部
長
で
あ
る
医
療
Ｄ

Ｘ
推
進
本
部
か
ら
医
療
Ｄ
Ｘ
の
工
程

表
が
示
さ
れ
、
そ
の
中
で
支
払
基
金

を
医
療
Ｄ
Ｘ
に
関
連
す
る
シ
ス
テ
ム

の
開
発
・
運
用
主
体
と
し
て
抜
本
的

に
改
組
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、
診
療
報
酬
改
定
Ｄ

Ｘ
と
し
て
、
診
療
報
酬
の
共
通
算
定

モ
ジ
ュ
ー
ル
と
い
う
医
療
機
関
で
診

療
報
酬
の
算
定
や
患
者
負
担
の
計
算

を
す
る
標
準
的
な
シ
ス
テ
ム
の
開
発

を
担
う
。
ま
た
、
電
子
カ
ル
テ
情
報

共
有
サ
ー
ビ
ス
を
ベ
ー
ス
と
す
る
全

国
医
療
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い

て
も
、
支
払
基
金
が
中
心
に
な
っ
て

開
発
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

支
払
基
金
は
審
査
支
払
を
担
っ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

の
回
線
が
利
用
で
き
、
様
々
な
シ
ス

テ
ム
に
活
用
で
き
る
医
薬
品
マ
ス

タ
、
診
療
行
為
マ
ス
タ
等
の
資
産
が

あ
る
。
ま
た
、
医
療
Ｄ
Ｘ
の
基
盤
で

あ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
シ
ス
テ

ム
も
、
資
格
喪
失
後
受
診
等
に
よ
る

レ
セ
プ
ト
の
返
戻
や
医
療
費
の
徴
収

漏
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
本
来
の
目
的
で

あ
り
、
実
際
、
レ
セ
プ
ト
振
替
機
能

で
年
間
約
４
０
０
万
件
の
資
格
過
誤

等
が
防
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

審
査
支
払
機
能
と
切
り
離
し
た
医
療

Ｄ
Ｘ
は
な
い
と
考
え
て
お
り
、今
後
、

国
に
支
払
基
金
の
改
組
を
検
討
す
る

場
が
設
け
ら
れ
る
が
、
言
う
べ
き
こ

と
は
し
っ
か
り
言
っ
て
い
き
た
い
と

思
う
。

　

本
日
は
い
ろ
い
ろ
テ
ー
マ
が
あ
る

が
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
審
査
委
員

長
、
副
審
査
委
員
長
の
ご
意
見
を
賜

り
た
い
。
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医
師
と
し
て

―
―
医
師
を
志
し
た
き
っ
か
け

　

子
供
の
頃
に
は
医
師
に
な
り
た
い
と

思
っ
た
こ
と
は
な
く
、
田
舎
の
農
家
の
長

男
で
し
た
の
で
、
自
分
も
周
り
も
農
家
の

跡
を
継
ぐ
の
が
当
然
と
考
え
て
い
た
と
思

い
ま
す
。
高
校
時
代
、
大
学
に
行
く
な
ら

文
学
部
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
、
両
親
に

大
反
対
さ
れ
悶
々
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

仲
の
い
い
友
人
が
医
師
の
息
子
で
、
一
緒

に
医
学
部
を
受
験
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

卒
業
後
は
肺
外
科
を
専
攻
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
は
少
し
思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
中

学
時
代
に
肺
結
核
で
亡
く
な
っ
た
友
人
の

母
親
の
葬
儀
、
今
思
え
ば
、
田
舎
で
信
じ

ら
れ
て
い
た
結
核
に
対
す
る
迷
信
の
よ
う

な
不
条
理
と
恐
れ
、
そ
し
て
、
大
学
時
代

に
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
「
魔
の
山
」
を
読

ん
で
洗
礼
を
受
け
た
こ
と
で
「
結
核
」
に

つ
い
て
は
特
別
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
と

思
い
ま
す
。

　

入
局
し
た
当
時
の
京
大
結
核
胸
部
疾
患

研
究
所
外
科
に
は
、
研
修
医
で
２
年
間
、

引
き
続
き
大
学
院
で
４
年
間
お
世
話
に
な

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
呼
吸
器
外
科
以

外
に
、
全
身
麻
酔
や
人
工
心
肺
、
心
臓
カ

テ
ー
テ
ル
な
ど
、
後
に
役
に
立
つ
手
技
の

多
く
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
結
核
に
つ
い
て
は
、
最
後
の
頃
の

結
核
外
科
医
と
し
て
多
く
の
こ
と
を
経
験

で
き
た
と
思
い
ま
す
。

―
―
医
師
と
し
て
の
ポ
リ
シ
ー

　

医
師
と
し
て
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
、

「
患
者
さ
ん
の
話
を
よ
く
聞
く
こ
と
」
で

あ
り
、
最
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
、
心
が

け
て
い
ま
す
。
困
っ
て
い
る
こ
と
は
何
か
、

症
状
が
い
つ
か
ら
始
ま
っ
て
、
現
在
ひ
ど

く
な
っ
て
い
る
の
か
、
同
じ
よ
う
な
こ
と

が
こ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
等
々
、

普
通
の
医
師
な
ら
当
た
り
前
に
聞
く
こ
と

で
す
が
、
こ
れ
ら
を
丹
念
に
確
認
し
て
い

ま
す
。
症
例
を
多
く
経
験
す
る
中
で
、
思

い
込
み
か
ら
自
分
が
考
え
て
い
る
疾
患
に

誘
導
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
懸
念
す
る
か

ら
で
す
。

　

診
断
に
つ
い
て
も
、
ど
こ
ま
で
分
か
っ

た
か
、
こ
れ
か
ら
診
断
に
必
要
な
検
査
等

を
で
き
る
だ
け
分
か
り
易
く
、
筋
を
通
し

て
説
明
す
る
よ
う
心
が
け
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
最
後
に
「
質
問
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。」
と
尋
ね
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
自

分
が
患
者
な
ら
し
て
欲
し
い
と
思
う
こ
と

を
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。

審
査
委
員
長
と
し
て

―
―
審
査
委
員
に
な
り
感
じ
た
こ
と
は

　

支
払
基
金
の
審
査
委
員
に
な
っ
た
の
は

平
成
５
年
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
国
保
の
審

査
委
員
を
３
年
間
し
て
い
ま
し
た
。

　

紙
レ
セ
プ
ト
の
時
代
で
、
国
保
で
審
査

も
少
し
は
経
験
し
て
い
ま
し
た
が
、
社
保

の
取
決
事
項
な
ど
、
新
た
に
覚
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
も
多
く
大
変
苦
労
し
ま

し
た
。

　

審
査
委
員
と
し
て
心
が
け
て
い
る
こ
と

は
、
審
査
の
本
質
は
「
行
わ
れ
た
診
療
に

対
す
る
ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー
」
と
思
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
保
険
診

療
の
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
認

識
で
す
。
医
学
的
に
必
要
で
実
施
し
た
場

合
で
も
、
保
険
診
療
の
算
定
ル
ー
ル
に
合

職
員
の
前
向
き
な
姿
勢
と
と
も
に

適
正
な
審
査
に
努
め
る

松ま
つ

延の
べ 

政せ
い

一い
ち

　
滋
賀
県
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会 

審
査
委
員
長

審査委員長に伺いました。
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ら
補
足
の
説
明
が
自
然
に
追
加
さ
れ
、
な

ん
と
な
く
分
か
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
考
え
る
と
、
人
に
説
明

で
き
る
程
度
ま
で
理
解
す
る
た
め
に
は
、

文
章
で
議
論
す
る
方
法
も
い
い
の
か
な
と

最
近
、
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
審
査
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て

　

審
査
委
員
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の

専
門
的
知
識
を
他
の
審
査
委
員
や
職
員
に

提
供
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
第
二
次
審
査
や
審

査
研
究
会
に
は
必
ず
出
席
い
た
だ
き
た
い

と
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

第
二
次
審
査
で
は
対
象
を
再
審
査
で
高

額
査
定
と
な
っ
た
症
例
に
つ
い
て
報
告
し

検
討
し
て
い
ま
す
。
議
論
が
発
散
し
な
い

よ
う
に
、
事
前
に
主
任
審
査
委
員
と
職
員

と
で
あ
ら
か
じ
め
準
備
し
、
問
題
点
を
明

確
に
し
て
か
ら
提
案
し
、
検
討
し
て
い
た

だ
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
審
査
委
員
へ
の
全
国
の
審
査
実

績
に
つ
い
て
の
情
報
伝
達
も
重
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
滋
賀
県
が
全
国
的
に

ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
、
問
題
点

は
何
か
な
ど
の
報
告
と
、
審
査
の
参
考
に

ト
ピ
ッ
ク
ス
の
要
約
も
お
知
ら
せ
し
て
い

ま
す
。
お
陰
様
で
、
審
査
委
員
の
出
席
も

多
く
、
充
実
し
た
検
討
が
行
え
て
い
る
と

で
き
ま
し
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
協
会

け
ん
ぽ
へ
の
再
審
査
結
果
の
原
審
ど
お
り

の
説
明
準
備
を
職
員
と
協
働
し
て
行
い
ま

し
た
。
具
体
的
に
は
、
協
会
け
ん
ぽ
か
ら

の
疑
義
に
対
す
る
回
答
を
お
互
い
が
別
々

に
文
章
で
作
成
し
、
そ
れ
を
専
門
の
審
査

委
員
の
先
生
に
添
削
し
て
も
ら
い
、
事
前

に
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
説
明
会
に
備
え
ま

し
た
。
協
会
け
ん
ぽ
の
皆
さ
ん
と
は
、
回

答
を
事
前
に
送
付
し
検
討
し
て
も
ら
う
な

ど
の
努
力
に
よ
っ
て
前
向
き
な
良
い
関
係

が
築
け
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
毎
月
行
わ

れ
る
職
員
の
再
審
査
症
例
検
討
会
に
参
加

さ
せ
て
も
ら
い
、
滋
賀
県
の
職
員
の
前
向

き
な
姿
勢
に
つ
い
て
大
変
心
強
く
思
っ
て

い
ま
す
。

　

集
約
後
の
職
員
と
の
レ
セ
プ
ト
審
査
に

つ
い
て
の
議
論
の
ほ
と
ん
ど
は
、
月
２
回

の
大
阪
セ
ン
タ
ー
へ
の
訪
問
と
、
毎
月
の

審
査
期
間
に
お
け
る
Ｐ
Ｃ
上
の
照
会
依
頼

画
面
で
行
っ
て
い
ま
す
。
審
査
の
時
期
に

は
毎
月
30
か
ら
50
件
程
度
の
照
会
が
あ
り
、

回
答
に
納
得
で
き
な
い
と
何
度
も
聞
い
て

き
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
主
に
文
章
で
の
や

り
取
り
で
す
が
、
文
章
に
す
る
と
、
自
分

が
い
か
に
分
か
っ
て
い
な
い
か
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
対
面
で
話
し

て
い
る
と
、
顔
の
表
情
や
声
の
調
子
等
か

致
し
な
い
た
め
査
定
と
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
違
和
感
は
あ
り
ま
す
が
、
審
査
に

お
い
て
は
、
医
学
的
に
必
要
で
あ
る
こ
と

と
保
険
診
療
と
し
て
算
定
で
き
る
こ
と
が
、

必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
こ
と
の
認
識
が
、

保
険
診
療
上
の
公
平
、
公
正
の
確
保
、
さ

ら
に
は
国
民
皆
保
険
を
守
っ
て
い
く
た
め

に
は
極
め
て
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
再
確

認
し
て
い
ま
す
。

―
―
審
査
委
員
長
と
し
て
思
う
こ
と

　

審
査
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
や

職
員
が
貼
付
し
た
疑
義
付
箋
に
大
き
く
影

響
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
は
、
Ａ
Ｉ
が
振
分
け
の
学
習
を
繰

り
返
す
こ
と
に
よ
り
増
々
精
緻
化
し
、
目

視
に
振
り
分
け
ら
れ
る
レ
セ
プ
ト
の
数
は

少
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
分
目

視
対
象
レ
セ
プ
ト
の
審
査
は
複
雑
で
難
し

く
な
る
と
想
定
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ

て
、
適
正
な
審
査
の
た
め
に
は
、
職
員
の

審
査
事
務
の
能
力
向
上
が
増
々
重
要
に
な

る
と
思
わ
れ
ま
す
。

―
―
職
員
と
の
連
携
に
つ
い
て

　

審
査
事
務
集
約
前
の
こ
と
で
す
が
、
滋

賀
県
の
職
員
は
、
大
変
真
面
目
で
フ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
軽
く
、
審
査
委
員
と
の
コ
ン
タ

ク
ト
も
良
好
で
し
た
の
で
、
い
く
つ
か
の

説
明
会
を
職
員
と
の
協
働
で
行
う
こ
と
が

思
い
ま
す
。

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
つ
い
て

―
―
健
康
を
保
つ
秘
訣
は

　

時
間
が
で
き
れ
ば
、
読
み
た
か
っ
た
本

を
読
む
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
繰
り
返
し

て
読
む
と
、
新
た
な
こ
と
が
発
見
で
き
て

大
変
楽
し
い
で
す
。
ま
た
、
疲
れ
た
時
は
、

藤
沢
周
平
の
時
代
小
説
な
ど
を
よ
く
読
み

ま
す
。
今
で
は
な
い
時
代
に
展
開
さ
れ
る

人
の
生
き
ざ
ま
に
さ
わ
や
か
な
共
感
を
覚

え
て
と
て
も
楽
し
い
で
す
。

　

ま
た
、
料
理
を
作
る
こ
と
も
好
き
で
す
。

は
じ
め
は
、
後
片
付
け
が
大
変
だ
な
ど
と
、

妻
の
顰ひ
ん
し
ゅ
く蹙
を
買
い
ま
し
た
が
、
最
近
で
は

趣
味
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
と
あ
き
ら
め
て

い
る
よ
う
で
す
。
今
は
、
和
食
だ
け
で
す

が
、
今
後
は
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
料
理
に
も

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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保険者からの再審査請求において
「原審どおり」となる事例の解説

糖尿病確定後の患者に対するＣ-ペプチド（ＣＰＲ）の算定
について

【告示　令和４年３月４日付け厚生労働省告示第54号】（抜粋）

＜別表第一　医科診療報酬点数表・第２章・第３部・第１節・第１款（生化学的検査（Ⅱ））＞
D008　内分泌学的検査
13　Ｃ－ペプチド（ＣＰＲ）　　108点

【審査情報提供事例（医科）】（抜粋）
（公表日：平成18年３月27日）

○32 Ｃ- ペプチド（ＣＰＲ）（糖尿病確定後の患者）

○取扱い
　原則として、糖尿病確定後の患者に対して、Ｃ－ペプチド（ＣＰＲ）は認められる。

○取扱いを定めた理由
　糖尿病として診断されても、その型別の判断が困難である症例も見受けられる。特にインスリ
ン抵抗性を知るために、一定間隔での経過観察が必要である。
　まれな病型であるが、slowly progressive １型糖尿病においては、発症初期には一見２型糖尿
病のような臨床症状を呈する。また、小児・若年の糖尿病においては、発病初期の場合が多く、
病型の判定の困難なことがある。

○留意事項
　インスリン（ＩＲＩ）との併施は、インスリン異常症等の場合を除き原則として認められない。

事 例

　本事例は、保険者からの再審査請求において「糖尿病確定後にＣＰＲの算定はいかがか」との
申出が行われた事例です。
　糖尿病確定後のＣＰＲについては、糖尿病確定後であっても、その型別の判断が困難である症
例も見受けられ、特にインスリン抵抗性を知るために、一定間隔での経過観察が必要であること
を踏まえ、審査情報提供事例（医科）において認められるとしていることから、本事例は原則と
して原審どおりとなりますので、再審査請求の申出を行う場合はご留意ください。

18月刊基金 November 2023



保険者からの再審査申出内容

　糖尿病確定後にＣＰＲの算定はいかがか。

原審どおりとなる理由

　糖尿病確定後であっても、その型別の判断が困難である症例も見受けられる。特にインスリン
抵抗性を知るために、一定間隔での経過観察が必要であることから、原審どおりとなります。
　なお、このことについては、支払基金における「審査情報提供事例（医科）」（公表日:平成18
年3月27日）において、原則として、認められる旨示しております。
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［医療機関の方へ］

帳票の見方
適格請求書等保存方式（インボイス制度）の導入に伴う
払込請求書兼領収証書等のレイアウト変更等について

　消費税法の一部改正が行われ、本年10月から適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されたこ
とに伴い、支払基金においては払込請求書兼領収証書等をインボイス制度に対応したレイアウトに変更し
ました。
　今号では、「払込請求書　兼　領収証書」及び「電子証明書発行料等領収証書」の変更内容について解説い
たします。

①

③

④

②

【払込請求書　兼　領収証書】

【変更後】

【変更前】

②’

⑤
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適格請求書等保存方式（インボイス制度）導入による変更項目
①適格請求書等発行事業者登録番号を印字
　適格請求書の要件を満たすため、適格請求書等発行事業者登録番号を印字します。
②明細単位の「うち消費税」の算出を廃止
　従来の消費税の算出は、課税対象の明細単位に算出していましたが、インボイス制度により、消費税の
算出は課税対象の合計請求額からの算出となるため、明細単位の消費税算出を廃止します。
③消費税額は、課税対象の合計請求額から算出
　課税対象の合計金額から消費税を算出し、表示します。
　明細単位で算出した消費税額の積算とは差異が生じる場合がありますが、現在、保険医療機関等に請求
する課税対象の請求額は電子証明書発行料のみであるため、影響はありません。

レイアウト変更に併せた追加項目
レイアウト変更に併せて次の項目を追加します。
④理事長氏名及び支払基金（本部）所在地を印字
⑤役務の提供月（保険医療機関等へ電子証明書発行料を請求する年月分）

【変更後】

【変更前】

②’

【電子証明書発行料等領収証書】

①

③

②
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おたずねに
答えて

支払基金メールマガジン（メルマガ）に関して支払基金に寄せられたご質問を紹介します。

AQ

Q1 保険者です。医療機関のオンライン請求開始のお知らせが届きましたが誤りでしょ
うか。

A1
　メルマガ登録時の登録区分が「保険医療機関等」になっていると思われます。
登録区分は＜登録内容の変更＞では変更できませんので、お手数ですが、一旦メ
ルマガの＜配信停止＞の処理をしていただき、新たに＜新規登録＞をお願いしま

す。

＜配信停止＞ http://mail.ssk.or.jp/f/interim/cancel/00001

登録画面 医療機関（医科・歯科）、薬局、訪問看
護ステーションの方

保険者（協会けんぽ、共済組合、
健康保険組合）、公費実施機関の方

三師会の方など

健保連、国保の方など

システムベンダの方など

社会保険診療報酬支払基金

該当する区分をクリックしてください。

◆保険医療機関等

◆保険者・公費実施機関

◆診療担当者団体

◆保険者団体等

◆開発会社等
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＜登録内容の変更＞ http://mail.ssk.or.jp/f/interim/register/00001

〜支払基金メールマガジン〜
ご登録の内容により、配信するメールの内容が異なります。
＜登録内容の変更＞から登録内容を確認していただけますので、この機会に登録内容のご確認をお願いします。

【主な配信情報】
●災害等によりオンラインシステムに障害が発生した場合は、システムの稼働状況などを速やかにメルマガで
お知らせします

●保険者・公費実施機関の方
 ・　レセプトデータや請求関係帳票
 ・　オンラインによる請求前の資格確認に係る
　　結果情報ファイルや資格情報ファイル　

●医療機関・薬局・訪問看護ステーションの方
 ・　増減点連絡書、返戻内訳書、返戻レセプトデータ
 ・　振込額明細データ

●このほか
 ・　診療報酬等の納入期日のお知らせ
 ・　電子点数表や基本マスターのホームページ更新情報
 ・　厚生労働省からの連絡文書（疑義解釈等）のホームページ掲載情報
 ・　広報誌「月刊基金」のホームページ掲載情報

などをお送りしています

Q2 担当者２人が、それぞれのメールアドレスでメルマガ登録をしているのですが、オン
ライン請求に関するメルマガが1人にしか届きません。なぜでしょうか。

A2
　オンライン請求の区分が「未実施」で登録されているため、オンライン請求に
関するメルマガが届いていないと考えられます。
　受信されたメルマガの下部にある〈登録内容の変更はこちらから〉のURLから
登録内容の変更をお願いします。

オンライン請求システムから
ダウンロード可能になったという情報

保険者・公費実施機関

［補足］
特定健診機関を併設して
いる医療機関は、「医科
と特定健診機関等の併
設」を選択した上で、オ
ンライン請求区分を「実
施」にしていただくと、
特定健診保健指導システ
ム（オンライン請求シス
テム）に関するメルマガ
が配信されます。

保険医療機関等

 医科（診療所）と特定健診機関等の併設

 医科（診療所）と特定健診機関等の併設

［回答］
オンライン請求区分をご
確認ください。
オンライン請求区分が
「未実施」になっていると、
オンライン請求関係のメ
ルマガは届きません。
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支払基金ホームページでは、関係者の皆さまからよくあるご質問を掲載しております。

よくあるご質問のご案内

トップページ

電話が繋がりにくい場合があります。
お問い合わせの前に疑問や質問の解決
にお役立てください。

　ぜひ、
ご活用
ください

支払基金が行っている取組やオンライン請求
に関する手続き等、質問をカテゴリー別に分
けています。

質問をクリックすると
スクロールをせずに、
回答へ移動すること
ができます。

関連ページや様式
集、マニュアルへ
リンクすることがで
きます。
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information
理事会開催状況

プレスリリース発信状況

オンライン資格確認システムの導入状況

９月 １日 令和５年６月診療分は対前年同月伸び率で確定件数 10.2%増加、確定金額 6.3%増加
９月26日 ９月定例記者会見を開催

９月理事会は９月25日に開催され、議題は次のとおりでした。

支払基金の人事異動

新職名	 	 前職名	

岡山審査委員会事務局　事務局長 中田　広樹 中四国審査事務センター
混合審査室診療科室長

●令和５年10月１日付

出典：厚生労働省HPより

議　題
　１　中期的な財政運営の安定化に向けた対応
　 
２　報告事項

　　⑴　地方組織監事監査結果報告（令和５年
度上期）

　　⑵　令和５年３月末現在における診療報酬
等収支整理不能額の処理及び今後の再審
査等未調整額に係る処理の見直し

　　⑶　支払基金定款の一部変更の認可

　３　定例報告
　　⑴　令和５年７月審査分の審査状況
　　⑵　令和５年８月審査分の特別審査委員会

審査状況
　　⑶　令和５年８月理事会議事録の公表

新職名	 	 前職名	
関東審査事務センター　センター長 飯田　陽介 本部　執行役・リスク管理役

　　　　〃　　　　　　副センター長 反町　光信 本部　審査運営部審査運営課長

●令和５年10月16日付
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